
Ｑ 有期契約労働者にも継続雇用制度の導入等を行わなければならないか 

Ａ 高年齢者雇用安定法第９条は、主として期間の定めのない労働者に対する

継続雇用制度の導入等を求めているため、有期労働契約のように、本来、年齢

とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるものは、別の問題であ

ると考えられます。 

ただし、有期契約労働者に関して、就業規則等に一定の年齢に達した日以後

は契約の更新をしない旨の定めをしている場合は、有期労働契約であっても反

復継続して契約を更新することが前提となっていることが多いと考えら れ、反

復継続して契約の更新がなされているときには、期間の定めのない雇用とみな

されることがあります。これにより、定年の定めをしているものと解されるこ

とがあり、その場合には、６５歳を下回る年齢に達した日以後は 契約しない旨

の定めは、高年齢者雇用安定法第９条違反であると解されます。  

したがって、有期契約労働者に対する雇い止めの年齢についても、高年齢者

雇用安定法第９条の趣旨を踏まえ、段階的に引き上げていくことなど、高年齢

者雇用確保措置を講じていくことが望ましいと考えられます。 


